
綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症（感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第７項第３号に規定

する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「感染症」という。）の影響を受け、

新しい生活様式に対応した経営革新に取り組む綾瀬市内の商業者を支援するため、

予算の範囲内において支援金を支給することについて、綾瀬市補助金等に係る予算

の執行に関する規則（昭和５１年綾瀬町規則第１５号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 商業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定す

る中小企業者をいう。 

(2) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗等（仮設又は臨時のものを除く。）を

いう。 

(3) キャッシュレス決済 貨幣及び日本銀行券と同様の価値を持つ情報（電子機器

その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。）により、物品の購入、

役務の提供等の対価の弁済を行う手段及び方法をいう。 

（支給対象者） 

第３条 支援金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、市内に事

業所を有する商業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日

本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げるもののいずれかに属する業種で

あること 

ア 大分類Ｈの中分類４３に属する道路旅客運送業 

イ 大分類Ⅰの中分類５０から６０までに属する卸売業及び小売業 

ウ 大分類Ｋに属する不動産業及び物品賃貸業 

エ 大分類Ｌの中分類７２から７４までに属する専門サービス業、広告業及び技



術サービス業 

カ 大分類Ⅿの中分類７６及び７７に属する飲食サービス業 

キ 大分類Ｎに属する生活関連サービス業及び娯楽業 

ク 大分類Ｏの中分類８２の小分類８２３及び８２４に属する学習塾及び教養・

技能教授業 

(2) 納期限の到来した市税を完納していること 

(3) 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号）第２条第３号から第５

号までの規定に該当しない者であること 

(4) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項又は第１９条第１項の破産

手続開始の申立てをしていないこと 

(5) 今後も事業を継続する意思がある者 

(6) 次の各号のいずれにも該当しない者であること 

 ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有

している者 

 イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有してい

る者 

 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めて

いる者 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業を行う者は、支給対象者

としない。 

(1) 法令に違反するもの 

(2) 公序良俗に反するおそれのあるもの 

(3) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの 

（支給対象事業及び実施期間） 

第４条 支給の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 感染症の拡大防止又は感染症の拡大に起因する業態転換若しくは事業転換に資

する事業（次号に掲げる事業を除く。）で、事業に係る支給の対象となる経費の

合計が２０万円以上のもの 

(2) キャッシュレス決済システムの導入をその内容に含む事業で、前号に掲げる事

業に係る支給の対象となる経費の合計が１７万円以上のもの 



２ 支給の対象となる事業の実施期間は、第８条第１項の規定による決定の日から令

和４年２月２８日までとする。 

（支給対象経費） 

第５条 支給の対象となる経費（以下「支給対象経費」という。）は、令和４年２月

２８日までに支払いを完了したもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。ただし、消耗品（短期間の使用によってその性質若しくは形状を変じ、又

はその全部若しくは一部を消耗する物品をいう。）の購入費及び公租公課は、支給

の対象とならないものとする。 

(1) 備品の購入に係る費用 

(2) 設備工事に係る費用 

(3) サービス及びシステムの導入に係る費用 

(4) その他市長が認めるもの 

 （支援金の額） 

第６条 支援金の額は、次に定めるところによる。 

(1) 第４条第１項第１号に該当する事業を実施する場合は、一の事業所につき２０

万円 

(2) 第４条第１項第２号に該当する事業を実施する場合は、一の事業所につき１７

万円に加えて、キャッシュレス決済手数料として３万円 

（支給の申請及び請求） 

第７条 支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和３年９月３０

日までに綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給申請書兼

請求書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 申請者の主たる業種及び市内に有する事業所の所在地を確認できる書類又はそ

の写し（課税台帳で確認できる場合を除く。） 

(2) 法人の場合においては、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員数

を確認できる書類又はその写し（課税台帳で確認できる場合を除く。） 

(3) 支給対象経費が確認できる書類又はその写し 

(4) 同意書兼誓約書（第２号様式） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（支給の決定） 



第８条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

支援金の支給の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の支給の可否を決定したときは、綾瀬市商業者

新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給（不支給）決定通知書（第３号

様式）により、速やかに申請者に通知するものとする。 

 （支援金の支給） 

第９条 市長は、支援金の支給を決定した日から１５日以内に支払うものとする。 

（支給決定の取消し等） 

第１０条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取

り消すことができる。この場合において、既に支給した支援金があるときは、その

全部について期限を定めて返還させることができる。 

(1) この要綱又は法令に違反したとき。 

(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。 

(3) その他市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項に規定する取消しを決定したときは、綾瀬市商業者新型コロナウイ

ルス感染症対策強化臨時支援金支給決定取消通知書（第４号様式）により、申請者

に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１１条 規則第１２条第１項の規定による実績報告は、綾瀬市商業者新型コロナウ

イルス感染症対策強化臨時支援金実績報告書（第５号様式）によるものとし、支給

対象経費の支払いの完了の日から３０日を経過した日又は令和４年２月２８日のい

ずれか早い日までに、支給対象経費の支出を確認できる書類又はその写しを添えて

市長に提出しなければならない。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、令和３年８月２日から施行する。 



第１号様式（第７条関係） 

 

綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給申請書兼請求書 

 

年  月  日  

 

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 郵 便 番 号  〒     － 

所在地又は住所 

    商号又は名称 

    代表者職・氏名                 

    電 話 番 号       （   ）      

    担 当 者 名 

 

綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給要綱第７条の規定

により、次のとおり支援金の支給を申請します。併せて、支給決定後、決定された支

援金の支給を請求します。また、審査に必要な内容について課税台帳を閲覧すること

に同意します。 

 

１ 資本金の額又は出資の総額（法人のみ記載）              千円 

２ (1) 主たる業種（いずれかに〇） 

１ 道路旅客運送業 ２ 卸売業 ３ 小売業 ４ 不動産業 

５ 物品賃貸業 ６ 専門サービス業 ７ 広告業 ８ 技術サービス業 

９ 飲食サービス業 １０ 生活関連サービス業 １１ 娯楽業 

１２ 学習塾 １３ 教養・技能教授業 

  (2) 上記業種の具体的な内容                        

３ 常時使用する従業員数（法人のみ記載）                 人 

４ 市内に有する事業所の所在地      綾瀬市               

 



５ 実施予定事業（具体的に記載） 

 (1) 感染症の拡大防止に資する事業 

（                                ） 

 (2) 感染症の拡大に起因する業態転換に資する事業 

   （                                ） 

 (3) 感染症の拡大に起因する事業転換に資する事業 

   （                                ） 

 (4) キャッシュレス決済システムの導入事業（              ） 

６ 申請額（いずれかに〇。(2)はキャッシュレス決済システムの導入事業を実施す

る場合のみ可） 

 (1) 実施予定事業に２０万円 

(2) 実施予定事業に１７万円、キャッシュレス決済手数料相当額として３万円 

７ 添付書類 

(1) 申請者の主たる業種及び市内に有する事業所の所在地を確認できる書類又はそ

の写し（課税台帳で確認できる場合を除く。） 

(2) 法人の場合は、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員数が確認で

きる書類又はその写し（課税台帳で確認できる場合を除く。） 

(3) 支給対象経費が確認できる書類又はその写し 

(4) 同意書兼誓約書（第２号様式） 

(5) その他（                             ） 

８ 支援金振込先口座 

フリガナ  

口座名義人  

金融機関名 （金融機関コード：     ） 

（支）店名 （（支）店番号：     ） 

預金種目 普通 ・ 当座 口座番号  

 



第２号様式（第７条関係） 

同意書兼誓約書 

 

年  月  日  

 

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 所在地又は住所 

商号又は名称 

 代表者職・氏名（フリガナ） 

 代表者生年月日      年  月  日 

 代表者性別      男 ・ 女 ・ 未回答 

 

 

 支援金の支給の審査に当たり、市税の納付状況を確認すること及び綾瀬市暴力団排

除条例第２条第３号から第５号までに規定する暴力団等のいずれにも該当しないこと

を誓約するとともに、該当するか否かを確認するため、神奈川県警察本部に照会する

ことについて同意します。 

 また、綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給要綱第３条

に該当していること及び支援金の申請に係る第１号様式その他提出書類に記載した情

報に偽りがないことを誓約します。 

以上について、重大な違反事実が判明した場合には、それに関して市長が行う一切

の措置について異議ありません。 

 

【綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給要綱 第３条（抜粋）】 

（支給対象者） 

第３条 支援金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、市内に事業所を有す

る商業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分

類に掲げる産業のうち、次に掲げるもののいずれかに属する業種であること 



ア 大分類Ｈの中分類４３に属する道路旅客運送業 

イ 大分類Ⅰの中分類５０から６０までに属する卸売業及び小売業 

ウ 大分類Ｋに属する不動産業及び物品賃貸業 

エ 大分類Ｌの中分類７２から７４までに属する専門サービス業、広告業及び技術サービス業 

カ 大分類Ⅿの中分類７６及び７７に属する飲食サービス業 

キ 大分類Ｎに属する生活関連サービス業及び娯楽業 

ク 大分類Ｏの中分類８２の小分類８２３及び８２４に属する学習塾及び教養・技能教授業 

(2) 納期限の到来した市税を完納していること 

(3) 綾瀬市暴力団排除条例（平成２３年綾瀬市条例第９号）第２条第３号から第５号までの規定

に該当しない者であること 

(4) 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条第１項又は第１９条第１項の破産手続開始の申

立てをしていないこと 

(5) 今後も事業を継続する意思がある者 

(6) 次の各号のいずれにも該当しない者であること 

 ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している者 

 イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している者 

 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている者 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業を行う者は、支給対象者としない。 

(1) 法令に違反するもの 

(2) 公序良俗に反するおそれのあるもの 

(3) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの 

 



第３号様式（第８条関係） 

 

  綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給（不支給） 

決定通知書 

 

年  月  日  

 

       様 

 

綾瀬市長             印  

 

    年  月  日付けで申請のあった綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症

対策強化臨時支援金の支給については、綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策

強化臨時支援金支給要綱第８条の規定により、次のとおり決定したので通知します。 

 

１ 支給の可否 
 

（否の理由：              ） 

２ 支給決定額 円 

３ 支給の条件 

綾瀬市補助金等に係る予算の執行に関する規則

及び綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対

策強化臨時支援金支給要綱を遵守すること。 

 



第４号様式（第１０条関係） 

 

綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給決定取消通知書 

 

年  月  日  

 

       様 

 

綾瀬市長             印  

 

    年  月  日付けで支援金の支給決定を行った綾瀬市商業者新型コロナウ

イルス感染症対策強化臨時支援金については、次のとおり支給決定を取り消したので、

綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給要綱第１０条第２項

の規定により通知します。 

 

取消しの内容 

 

取消しの理由 

 

 



第５号様式（第１１条関係） 

 

綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金実績報告書 

 

年  月  日  

 

（宛先）綾瀬市長 

 

申請者 郵 便 番 号  〒     － 

所在地又は住所 

    商号又は名称 

    代表者職・氏名                 

    電 話 番 号       （   ）      

    担  当  者 

 

綾瀬市商業者新型コロナウイルス感染症対策強化臨時支援金支給要綱第１１条の規

定により、次のとおり報告します。 

 

１ 支給金額  ２０万円 

２ 市内に有する事業所の所在地 

  綾瀬市              

３ 実施事業（具体的に記載） 

 (1) 感染症の拡大防止に資する事業 

（                                 ） 

 (2) 感染症の拡大に起因する業態転換に資する事業 

  （                                 ） 

 (3) 感染症の拡大に起因する事業転換に資する事業 

 （                                 ） 

(4) キャッシュレス決済システムの導入事業（              ） 

 



 

４ 事業開始日及び完了日 

  事業開始日     年    月    日 

  事業完了日     年    月    日 

５ 支給対象経費の支払い完了日 

     年    月    日 

６ 添付書類 

  支給対象経費の支出を確認できる書類又はその写し 


